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事 業 名 称 
空き家相談窓口等を活用した居住支援システム構築と相談員の育成

事業 

事業主体名 特定非営利活動法人空き家コンシェルジュ 

連 携 先 奈良県（奈良県居住支援協議会） 

対 象 地 域 奈良県 

事 業 概 要 

「空き家×居住支援」における課題を、空き家バンク利用者・福祉団体・不動

産事業者等で整理、課題の把握、空き家相談員に対してノウハウ・知識向上の

研修を実施、ガイドブックとして取りまとめた。空き家バンクに掲載されてい

る物件のマッチングをいかに実施できるようにするか等の検討会を実施した。 

事業の特徴 

①相談員や専門家の研修・育成                                                                                                                                                                                                                                      

１）居住支援を実施する上で身に着けておくべき知識や制度などの研修の実施 

   （専門家による研修を 5 回開催）常設相談員に向けた住宅確保要配慮者や居

住支援に関する知識向上を目指した研修を実施する（オンラインでの講習） 

 ２）空き家相談窓口相談員に必要な居住支援に関するガイドブックの作成                                                  

②地域の専門家等との連携体制の構築 

 １）住宅確保要配慮者の状況把握 

 ２）地域福祉事業者の実態調査や意向調査 

 ３）地域不動産事業者の意向調査 

 ４）奈良県居住支援協議会や専門団体と連携した空き家を活用した仕組みの検 

討会（2 回開催） 地域における現状把握と共に、空き家の活用を基本に現状 

把握を実施した上で奈良県や居住支援協議会などと連携し仕組みの検討を 

実施する（検討会に関してはオンラインで実施予定）                                                

③相談事務の実施 

 １）常設相談窓口における住宅確保要配慮者案件の相談事例の収集 

 ２）現状対応の問題・課題整理 

  既存常設相談窓口に寄せられる住宅確保要配慮者などからの相談内容の整 

理を実施し、当法人で居住支援を実施する上での問題課題の整理を実施し、 

仕組み構築につなげる。                                                   

④実施した取り組みの取りまとめ・公表 

住宅確保要配慮者に関する相談員の知っておくべき知識や情報を整理し、研 

修などの内容をとりまとめ「空き家相談窓口相談員に必要な居住支援に関す 

るガイドブック」を作成。当法人ホームページでも広く周知を図る。 

成 果 

① 空き家相談窓口相談員の居住支援に関する知識向上 

② 空き家相談窓口相談員に必要な居住支援に関するガイドブックの作成 

③ 住宅確保要配慮者の状況把握  

④ 地域福祉事業者の実態調査や状況把握 

⑤ 地域不動産事業者の状況把握 

⑥ 奈良県居住支援協議会や専門団体との空き家を活用した仕組みの検討 

⑦ 常設相談窓口における住宅確保要配慮者案件の相談事例の収集 

⑧ 空き家相談窓口における居住支援に関する対応の問題・課題整理 

成果の公表方法 
①空き家相談窓口相談員に必要な居住支援に関するガイドブックの作成                  

当法人ホームページでも公開 ｱﾄﾞﾚｽ http://akiyaconcierge.com/ 
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１．事業の背景と目的 

空き家相談窓口にも住宅確保要配慮者からの利用相談は一定数あり、当法人としても、高齢者の

一人暮らしや障碍者の方、生活困窮者などの対応は空き家バンク等を通じて独自に対応している現

状があった。これまでも法律や建築、不動産や登記などの知識を相談員育成に組み込んで事業を実

施してきたが、空き家を活用した居住支援に関しては確立されたものはなく、手探りで対象者への

対応を行っている。住宅確保要配慮者の相談は多岐にわたり、問題点の整理・課題抽出、各専門分

野や地方自治体との連携、支援制度の活用、根本的に空き家を活用する仕組み作りが急務と考え、

昨年度、奈良県居住支援協議会に参画したことをきっかけに本事業で、「空き家相談窓口等を活用

した居住支援システム構築と相談員の育成事業」として問題解決に取り組みたいと考えている。 

  

２．事業の内容 

（１）事業の概要と手順 

空き家相談窓口において居住支援を必要とする方とのマッチングにおける問題課題を、空き家相

談窓口に来られる利用希望者・福祉支援活動の団体・不動産事業者の分野ごとに整理し、問題課題

の把握を行った。空き家相談員に対しては、現在居住支援に取り組んでいる奈良県居住支援協議会

や専門団体から、必要なノウハウや知識等の研修を実施し、全国で空き家相談窓口業務に取り組ん

でいる団体等にガイドブックとして取りまとめた。現状の制度では障壁が多い部分があることから、

空き家と居住支援をテーマに一般流通している物件だけではなく、空き家バンクなどに掲載されて

いる物件のマッチングをいかに実施できるようにするかの検討会を実施した。 

【フロー図】 
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１）相談員や専門家の研修・育成   

       空き家相談窓口における空き家相談員が居住支援を必要とする相談者に対して相談対応

できるようにするための基礎的な内容の研修を実施。また、空き家相談窓口相談員に必要な

居住支援に関するガイドブックの作成を行った。                                                                                                                          

① 居住支援を実施する上で身に着けておくべき知識や制度などの研修の実施  

    （専門家による研修を 5回開催）常設相談員に向けた住宅確保要配慮者や居住支援に関す 

る知識向上を目指した研修を実施した。（オンラインでの講習）  

 ② 空き家相談窓口相談員に必要な居住支援に関するガイドブックの作成         

 

２）地域の専門家等との連携体制の構築  

  住宅要配慮者の状況把握・地域福祉事業者の実態・地域不動産事業者の意向をアンケート

やヒアリング等で集約し、現状の把握から問題課題整理を行う。その上で奈良県所重支援協

議会や専門団体と空き家利活用と居住支援をテーマに検討会を実施し、将来的にどのような

手法が望ましいのかを提案できるように進めた。 

① 住宅確保要配慮者の状況把握   

② 地域福祉事業者の実態調査や意向調査     

③ 地域不動産事業者の意向調査  

④ 奈良県居住支援協議会や専門団体と連携した空き家を活用した仕組みの検討会（2回開

催） 

地域における現状把握と共に、空き家の活用を基本に現状把握を実施した上で奈良県や

居住支援協議会などと連携し仕組みの検討を実施した（検討会に関してはオンラインで

実施）  

                                                  

３）相談事務の実施 

日々寄せられる相談案件で、空き家を利用したいという方の情報を整理し、居住支援が必

要になる方やその他の支援が必要な方などの内容を分析した。直接的に支援が必要な方から

グレーゾーン（支援が必要か判断が難しい）の方も含め、空き家相談にどのような方がどれ

だけ来られているのかを把握し今後の対策を行えるよう分析を行った。                                                         

① 常設相談窓口における住宅確保要配慮者案件の相談事例の収集 

② 現状対応の問題・課題整理 

既存常設相談窓口に寄せられる住宅確保要配慮者などからの相談内容の整理を実施し 

当法人で居住支援を実施する上での問題課題の整理を実施し、仕組み構築につなげる。     

 

４）実施した取組の取りまとめ・公表 

   住宅確保要配慮者に関する相談員の知っておくべき知識や情報を整理し、研修などの内容を

とりまとめ「空き家相談窓口相談員に必要な居住支援に関するガイドブック」を作成。 

当法人ホームページでも広く周知を図る。 
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事業の手順 

  交付決定（７月３１日）から事業終了までの間の事業の内容と手順を、以下のように進めた。 

【進捗状況表】 

ｽﾃｯﾌﾟ 取組内容 具体的な内容 
令和 2年度 

8 月 9 月 10月 11月 12月 1 月 2 月 

 

 

相談対応 

 

1）相談員や専門

家の研修・育成 

①研修プログラムの検討・取りま

とめ 

       

②講師選定作業        

③研修会の開催・運営    

10/5 

10/9 

10/12 

10/19 

10/26 

 

11/2 

 

 

 

 

 

  

②「空き家相談窓口相談員に必要

な居住支援に関するガイドブッ

ク」作成 

    
  

 

 

 

対応備 

 

２）地域の専門

家などとの連携

体制の構築 

①住宅確保要配慮者の状況把握        

②地域福祉事業者の実態調査や意

向調査 

       

③地域不動産事業者の意向調査        

④奈良県居住支援協議会や専門団

体と連携した空き家を活用した仕

組みの検討会 

     ● 

1/25 

1/29 

 

 

提案対策 

３）相談事務の

実施 

①常設相談窓口における住宅確保

要配慮者案件の相談事例の収集 

       

②現状対応の問題・課題整理        

  ④実施した取組

の取りまとめ・

公表 

実施した取組の取りまとめ・公表 

「空き家相談窓口相談員に必要な

居住支援に関するガイドブック」

ホームページに公開 

       

３

月 

以

降 
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（２）事業の取組詳細 

１）相談員や専門家の研修・育成   

   空き家相談窓口における空き家相談員が居住支援を必要とする相談者に対して相談対応で

きるようにするための基礎的な内容の研修を実施。また、空き家相談窓口相談員に必要な居

住支援に関するガイドブックの作成を行った。 

①居住支援を実施する上で身に着けておくべき知識や制度などの研修の実施  

  （専門家による研修を 5回開催）常設相談員に向けた住宅確保要配慮者や居住支援に関する知

識向上を目指した研修を実施した。（オンラインでの講習） 

表１ 研修概要 

開催日 担当講師 受講内容 受講相談員 

10/5 

 

奈良県 

住まいまちづくり課 

「居住支援の現状（奈良県内の状況）」 11名 

10/9 NPO 法人 アメニティ

ー・ライフサポート・

アシスト 

「福祉現場の現状と居住支援」 11名 

10/12 社会福祉法人 

やすらぎ会 

「居住支援の現場」 11名 

10/19 合同会社 

ランドドゥ 

「居住支援（不動産）の現場」 10名 

10/26 社会福祉法人 

奈良県社会福祉協議会  

「生活困窮者に対する支援について～居住

支援の取り組み～」 

11名 

11/2 社会福祉法人 萌  「居住支援の相談窓口」 10名 

 

  

10/5 オンライン研修のようす         10/9 オンライン研修のようす 

  

10/12 オンライン研修のようす         10/19 オンライン研修のようす 
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10/26 オンライン研修のようす         11/2 オンライン研修のようす 

 

   

10/5 オンライン研修資料            10/9 オンライン研修資料 

   

10/12 オンライン研修資料          10/19 オンライン研修資料 

  

10/26 オンライン研修資料          11/2 オンライン研修資料 
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  ②空き家相談窓口相談員に必要な居住支援に関するガイドブックの作成 

 

  

  



8 
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２）地域の専門家等との連携体制の構築  

住宅確保要配慮者の状況把握・地域福祉事業者の実態・地域不動産事業者の意向をアンケー

トやヒアリング等で集約し、現状の把握から問題課題整理を行った。その上で奈良県居住支援

協議会や専門団体と空き家利活用と居住支援をテーマに検討会を実施し、将来的にどのような

手法が望ましいのかを提案できるように進めた。 

① 住宅確保要配慮者の状況把握 

  住宅確保要配慮者の現状把握について、奈良県・奈良県社会福祉協議会・居住支援法人・ 

 その他地域で福祉関連活動をする団体等へヒアリングし現状の把握を図った。 

 

    社会的孤立の問題（孤立死や自殺、ひきこもり等） 

 生活困窮の問題（経済的困窮や低所得の問題） 

 稼働層の失業・貧困の出現 

 若者の就業困難 

 高齢層やひとり親の貧困拡大 

 社会保障や福祉制度の防貧機能の低下 

 権利擁護の問題（虐待や悪質商法等） 

 介護問題の変化（高齢化・重度化・長期化） 

暮らしの問題の深刻化・複雑化・潜在化/社会構造の変化/家族の縮小/雇用の変化/ 

制度の硬直化 etc.社会のセーフティネットの再構築が必要 

 

相談現場の取り組みで求められること 

 身近な地域で問題を発見する（早期把握・予防） 

・問題を抱えた人ほど、声を出せない、窓口にはつながりづらい 

・地域のつながりづくり・見守り活動がカギを握る 

 問題解決型から伴走型支援へ（関わる支援） 

・まずは受け止めて「聴く」（表出している問題だけがニーズではない） 

・相談を受ける側もＳＯＳを出す勇気を（ケースを抱え込まない） 

・支援のネットワークをつくる（制度や分野を横断） 

 問題の発見・解決のための仕組みづくりと資源の開発 

・総合的な相談支援体制をつくる（包括的支援体制の構築） 

・支援や資源の開発（地域のチカラ合わせ、無いモノは創り出す） 

 

住まいのニーズはさまざま 

 離職等により収入が減り、家賃の支払いが苦しい 

 家賃を滞納しており、家主から退去を言い渡されている 

 住宅ローンが払えず、自宅を売却しなければならない 

 居住環境が劣悪である（ごみ屋敷、倒壊の恐れ、ライフラインが停止等） 

 家族と折り合いが悪く、友人宅を転々としている 

 ＤＶで入所中の婦人保護施設から地域に転居したい 

 自宅を失い、ネットカフェや車上での生活を続けている 

 刑務所から出所してきたが、仕事も住む家もない 
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② 地域福祉事業者の実態調査や意向調査 

奈良県内の福祉事業者に対して業務実態や活動地域、住宅確保要配慮者からの住居に関

する相談実態の意向調査を実施し、実態の把握を行った。 

【意向調査項目】 

問１．ご回答者（社名・団体名） 

問２．事務所所在地（市町村） 

問３．御社（団体）の支援対象者 

問４．事業・サービス対応エリア（市町村） 

問５．御社（団体）の活動・サービス内容をお聞かせください 

問６．支援されている方々の住まいに関する相談を受けられたことはございますか？ 

問７．住まいに関する相談内容はどのようなものでしょうか？ 

問８．住まいに関して相談される方（不動産事業者や専門家）はいらっしゃいますか？ 

問９．住まいに関する専門家との連携は必要ですか？ 

問１０．住まいの条件に求めることはどのような内容でしょうか？ 

問１１．住宅要配慮者への居住支援に空き家を活用していく活動を促進しております。 

ご意見を頂戴できますでしょうか？ 

 

  

       意向調査シート①               意向調査シート② 
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 図１  奈良県における意向調査回答事業者の分布 

 

図２  支援者からの住まいに関する相談 

 

図３  住まいに関する相談先の状況 
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③ 地域不動産事業者の意向調査 

  奈良県内の不動産事業者に対して、住宅確保要配慮者からの住居に関する相談実態や貸出

しに関する意向調査を実施し、実態の把握を行った。 

【意向調査項目】 

問１．ご回答者（社名） 

問２．事務所所在地（市町村） 

問３．賃貸管理物件対応エリア（市町村） 

問４．住宅確保要配慮者への対応歴の有無 

問５．住宅確保要配慮者への対応の可否（条件付き可） 

問６．住宅確保要配慮者によるトラブルの経験はおありですか？（複数回答可） 

問７．住宅確保要配慮者の受け入れをしたくないと思われる理由（複数回答可） 

□   高齢者 

□  低所得者（月収 15 万円以下） 

□  障碍者 

□  子育て世帯（高校生相当まで） 

□   外国人□   被災者（3年以内） 

問 7．高齢者の入居にあたり必要な条件（複数回答可） 

問 8．障碍者の入居にあたり必要な条件（複数回答可） 

問 9．低所得者の入居にあたり必要な条件（複数回答可） 

問 10．子育て世帯（高校生相当まで）の入居にあたり必要な条件（複数回答可） 

問 11．外国人等の入居にあたり必要な条件（複数回答可） 

問 12．被災者（3年以内）の入居にあたり必要な条件（複数回答可） 

問 13．緊急連絡先の確保を求める場合に、連絡先としてどのような条件を定めますか？ 

問 14．住宅確保要配慮者を受け入れるためにどのような支援・サポートが必要でしょうか 

問 15．住宅確保要配慮者の入居支援・居住支援の取り組みなどについてご意見やご要望 

 

  

意向調査シート①               意向調査シート② 
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   図１ 住宅要配慮者を受け入れたくない要因 

 

 

図２ 入居に必要な条件 
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④ 奈良県居住支援協議会や専門団体と連携した空き家を活用した仕組みの検討会（2回開催） 

        地域における現状把握と共に、空き家の活用を基本に現状把握を実施した上で奈良県や居 

     住支援協議会などと連携し仕組みの検討を実施した（検討会に関してはオンラインで実施） 

 

   

      1/25 第 1回検討会のようす①       1/25 第 1回検討会のようす② 

 

議題 第 1回「奈良県居住支援協議会や専門団体と連携した空き家を活用した仕組みの検討会」 

日時 令和３年１月 2５日(水） 10：00～11：00 

 

 

 

参加者 

・奈良県社会福祉協議会地域福祉課 

・奈良県立大学  

・社会福祉法人やすらぎ会  

・社会福祉法人萌  

・あかるいみらい準備室  

・株式会社丸和不動産  

・奈良県住まいまちづくり課  

・特定非営利活動法人空き家コンシェルジュ  

 

【1/25第 1回 検討会での意見】 

・障碍のある方のグループホーム利用者数が年々増加しており、実施事業者やグループホーム自体

の件数も増加している。 

・空き家の活用は、補修やグループホームの設置基準を満たすための工事等、初期費用が必要。 

・初期費用を各事業者や法人が出し切れない部分があるため、その補助をどうするか。 

・暮らし始めた際の入居者・利用者のコミュニティ等、制度の利用に関してのアクセスの容易さ。 

・所有者が福祉施設に活用するのはハードルが高い。 

・投資目的等も含め低廉な価格で空き家を購入したい等の相談も多い。 

・賃貸住宅のオーナーの話だが、数年前に比べ投資物件を探されている方が多くなっている。 

・立地面や物件内の段差など作りの問題でなかなかマッチングは難しい印象。 

・個別の方の家として使うには広い、高齢者だと段差があるとしんどい。また、空き家の利用とし 

てはグループホーム等、その様な施設として使える不動産を紹介してもらえるか。 

・空き家の活用が有効な手立てに考えられるが、空き家の解消が目的の取り組みであるため、改修 

費用等もう一つ別の課題があるということが浮かび上がっている。 

・広域的な取り組みが必要ではないかという点では、全国レベルで議論されている所であるが、市 

町村が連携しながらコーディネーターもいる様な窓口へつないでいく様な相談体制の仕組みを作 

ることが県としても大きな課題かと思う。 
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1/25 第 1回検討会次第 

令和２年度 空き家の担い手連携モデル事業(国土交通省補助事業) 

「奈良県居住支援協議会や専門団体と連携した空き家を活用した仕組みの検討会」 

（第１回） 

日時 令和３年１月２５日（月）午前１０時～（約 1 時間 30 分） 

場所 ZOOM ミーティング形式 

１． 開会 

特定非営利活動法人空き家コンシェルジュ 挨拶 

出席者紹介 

２．  検討会議案 

（１）奈良県社会福祉協議会  浅井課長 

   「居住支援のニーズについて」 

（２）空き家の現状（奈良県内自治体の取組み）  

NPO 法人空き家コンシェルジュ 有江 

（３）奈良県住まいまちづくり課 長谷川氏 

   「奈良県の空き家居住支援」 

（４）「空き家を利用した際の問題点の整理」 

３． 閉会 
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1/29 第 2回検討会のようす①          1/29 第 2回検討会のようす② 

 

議題 第 2回「奈良県居住支援協議会や専門団体と連携した空き家を活用した仕組みの検討会」 

日時 令和３年１月 29日(金） 10：00～11：00 

 

 

 

参加者 

・奈良県社会福祉協議会地域福祉課 

・奈良県立大学  

・社会福祉法人やすらぎ会  

・社会福祉法人萌  

・あかるいみらい準備室  

・株式会社丸和不動産  

・奈良県住まいまちづくり課  

・特定非営利活動法人空き家コンシェルジュ  

 

【1/29第 2回 検討会での意見】 

・居住支援は、住み替え支援と生活支援のセットであり、住み替え支援がメインに思われがちである

が、長期的な生活支援を伴う相談支援が実態であり、住み替えは選択肢の一つとなっていることか

ら、例えば空き家の活用や借り上げ型など特定の賃貸住宅ありきで考えると、対象者と物件のマッ

チングが非常に難しくなる。 

・空き家の活用を考えた時、会議でもグループホームやシェアハウスのようなものが挙げられたが、

私個人の意見としては、もう少し前段階を深堀する必要があるのではないかと感じた。例えば「地

域福祉検討会（仮）」のような特定の圏域毎に当該圏域内の行政・福祉主体（社福・NPOなど）・地

域住民などが集まり、当該地域の福祉主体間で何か出来ないか、行政・住民は何を求めているのか、

はたまた何かしたいのか、等検討を重ねた上で地域毎に必要としているもの、地域でしようとして

いるもの、などを実現支援していく事業があれば、より長期的で安定的な空き家活用ができ、住民

の理解も得やすいのではないかと思う。一言に福祉主体と言っても、高齢福祉・障害福祉・児童福

祉などなど制度が細かく別れており、その主体も様々で横断的に関係性はもっていないのが多数か

と思う。それらを全て繋げた上で考えられればいい。 

・相談対応の流れ（ワンストップの相談窓口と振り分け・つなぎ）と主体の確立 

 ⇒活用可能な空き家情報を提供し、支援団体が手を挙げる方式。福祉側から活用できる空き家の情

報を提供する方式等相互の情報交換。 

・市や圏域ごとの対応体制づくり：民間主体の方が継続できるか？ 

・相談員の人件費を捻出できる仕組み：居住支援協議会の補助？ 

・サブリース方式を前提とした空き家の活用方策の拡充：保証人・改修費 
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・一般賃貸における仕組みの適用：大家の安心づくりにつながる施策の拡充 

・住まいの質を改善するための支援（空き家施策？）   

・県居住支援協議会を実質的に事業支援するための組織に変えることができるか？ 

・以前域生活支援事業について施設を取材した。こちらはすべて障碍のある方向けだが、生駒に集中

しており、生駒市在住の方しか使えない。他の地域にお住いの方は使えない。またそれぞれ、知的・

身体を専門とされている事業所が市から委託を受けて運営しているため、例えば精神の方は（生駒

市在住でも）使えない。 

・自身の事務所へは他市町村の親御さん、精神障碍の方、などからこういう場所が地域にあればいい

のに、という声がある。また、障碍者だけでなく、他の生きづらさを持っている方も利用できる形

で拡大できれば、色々な方が地域で住んでいくことに貢献できる。（仕事をなくして家賃を払えず家

を失った方は、家がないと住所がないので仕事を見つけられない、という負のループに陥るが、そ

ういった人も短期で利用できる場所があれば、転げ落ちたレールにまた戻ることができる） 

・問題はどのように運営するか（資産面）だが、少し東京のやり方のリサーチが必要。本日のお話で

あった、みまもりや清掃・管理などを地域の事業所・高齢者施設（比較的元気な方がいるところ）

へ仕事としておろせば、そういう方がたの仕事を生み出すこともできる。 
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 1/29 第 2回検討会次第 

令和２年度 空き家の担い手連携モデル事業(国土交通省補助事業) 

「奈良県居住支援協議会や専門団体と連携した空き家を活用した仕組みの検討会」 

（第 2 回） 

日時 令和３年１月２９日（金）午前１０時～（約 1 時間 30 分） 

場所 ZOOM ミーティング形式 

１． 開会 

特定非営利活動法人空き家コンシェルジュ 挨拶 

出席者紹介 

２．  検討会議案 

   特定非営利活動法人空き家コンシェルジュ 進行 

（１）第１回の振り返り・問題課題の整理 

（２）居住支援物件ニーズと空き家物件のマッチングと 

   課題解決の検討 

（３）相談窓口の仕組み（福祉・空き家の融合） 

３． その他 

４． 閉会 
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３）相談事務の実施 

日々寄せられる相談案件で、空き家を利用したいという方の情報を整理し、居住支援が必

要になる方や支援が必要な方などの内容を分析した。直接的に支援が必要な方からグレーゾ

ーン（支援が必要課判断が難しい）の方も含め、空き家相談にどのような方がどれだけ来ら

れているのかを把握し今後の対策を行えるよう分析を行った。  

① 常設相談窓口における住宅確保要配慮者案件の相談事例の収集   

                                             

【調査期間】      令和２年８月１日～令和３年１月３１日 

【利活用相談全体件数】 １，０７０件 

【調査対象件数】      ３７８件 

 

   図１ 空き家相談窓口に相談された住宅要配慮者の属性 

 

   図２ 不動産事業者での住まい探しの状況 
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図３ 住宅を探す要因 

 

 

   図４ 空き家相談窓口での対応状況 
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   ② 現状対応の問題・課題整理 

     既存常設相談窓口に寄せられる住宅確保要配慮者などからの相談内容の整理を実施し、当 

法人で居住支援を実施する上での問題課題の整理を実施し、仕組み構築の検討につなげた。 

 

    ア） 空き家に関連する課題 

・ 行政（福祉部門と空き家対策の連携） 

・ 改修費用の捻出 

・ 所有者理解 

・ 地域の理解 

・ 福祉利用と空き家利用に関する法的な課題 

 

    イ） 住宅確保要配慮者に関連する課題 

・ 入居トラブル・近隣トラブル時の専門団体の支援 

・ 家賃滞納リスク 

・ 協力する所有者に対する支援 

・ 生活を安定させるための支援 

・ 自治体内の福祉・住宅担当部局の連携 

・ 給付金だけでない包括支援 

・ 入居前・契約・入居後の支援 

 

    ウ） 相談窓口に関連する課題 

・ 福祉・空き家窓口の一本化 

・ 人材育成 

・ 広域的な連携 

・ 行政、民間プラットホーム 

 

 

図５ 各カテゴリでの課題など 

 

 

 

    【課題や仕組みつくりのイメージ】 

    ・空き家と親和性の高いカテゴリから取組みをはじめる 

・福祉関連のプラットホームも連携が取れる部分からスタートする 

・空き家＆居住支援窓口を統合し、人材育成（ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ）育成を図る 

・相談の現状を行政・民間で共有し施策や支援につなげる 

・事例収集をすすめ、法律の問題などにも提言できるよう分析をしていく 
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４）実施した取組の取りまとめ・公表 

   事業終了後、実施した取り組みの取りまとめを当法人ホームページにて公表する。 

 

（３）成果 

１）相談員や専門家の研修・育成                                                                                                                                                                              

①居住支援を実施する上で身に着けておくべき知識や制度などの研修の実施 

居住支援の現状と基本的な流れなどを、居住支援指定法人や奈良県・奈良県社会福祉協 

議会などの専門団体より研修を受け、空き家相談窓口相談員の居住支援における基礎知識 

向上や窓口対応に非常に役立つ内容となった。 

   ②空き家相談窓口相談員に必要な居住支援に関するガイドブックの作成         

     「空き家×居住支援」を取り組むうえで、本事業で実施した研修内容・調査内容・事例 

内容などをまとめ、空き家担い手の相談対応の幅を広げ、全国の各地域で情報共有できる 

内容の整理ができた。        

２）相談体制や相談窓口が未整備の地域の事前状況調査 

①住宅確保要配慮者の状況把握   

 住宅確保要配慮者のカテゴリごとの問題や課題の整理ができ、住宅確保要配慮者の住ま 

いに関する問題や課題の多さを再認識した。また、住宅確保要配慮者のカテゴリごとに対 

応の仕組みを構築する必要があることが理解できた。 

②地域福祉事業者の実態調査や意向調査    

  居住支援活動されている団体などからのヒアリングにより、福祉現場と住まいの考え方 

の違いや住まいの支援は福祉現場ではハードルが高く、ネットワークも少ないことが分か 

り空き家を活用する重要性が明らかになった。 

③地域不動産事業者の意向調査  

  奈良県下における不動産事業者が住宅確保要配慮者に対応している状況の把握、対応可 

能事業者の少なさ、入居に関する拒否感や、入居してからの問題がヒアリング等で把握が 

でき、空き家を利用する際の大きな参考となった。 

    ④奈良県居住支援協議会や専門団体と連携した空き家を活用した仕組みの検討会（2回開催）  

      奈良県居住支援協議会参画団体や専門家から、居住支援現場における住まいのニーズや 

     空き家を活用する際の改修費用の問題や、単なる住まいとしてのニーズではなく、短期利 

用や用途変更の必要性、空き家所有者や地域住民の同意や支援の必要性など、今後の「空 

き家×居住支援」を進める上で問題が整理できた。 

３）相談事務の実施 

①常設相談窓口における住宅確保要配慮者案件の相談事例の収集 

      空き家相談窓口で受付している利活用希望者に対して、令和 2年 8月 1日～令和 3年 1

月 31日まで、住宅確保要配慮者（予備軍やグレーゾーンと思われる方）の情報を分析し 

     どのカテゴリの相談者が多く、どのようなニーズがあるのかを把握できた。 

②現状対応の問題・課題整理    

      空き家に関連する課題、住宅確保要配慮者に関連する課題、相談窓口に関連する課題ご 

とに整理し、「空き家×居住支援」を進める上で、人材育成の重要性や、行政と民間の連携、 

法律問題や制度改正などが必要であることも把握できた。 
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３．評価と課題 

１）評価                                                                                                                                                                                

①居住支援を実施する上で身に着けておくべき知識や制度などの研修の実施  

  居住支援の概要や取り組み内容を専門団体や居住支援法人から学べる機会をえることが 

でき、空き家相談員の知識向上だけでなく相談の幅が広がる結果となった。  

②空き家相談窓口相談員に必要な居住支援に関するガイドブックの作成  

  「空き家×居住支援」の難しさも理解いただける内容にすることで、取り組む団体だけ

でなく、行政や支援制度・法改正などの現場の意見を反映する形になった。 

③住宅確保要配慮者の状況把握   

  奈良県内における住宅確保要配慮者が求める住まいに関する声や、取り巻く環境を理解 

するうえで貴重な意見をたくさんいただけ、「空き家×居住支援」のヒントが得られた。 

④地域福祉事業者の実態調査や意向調査 

 地域福祉にかかわる団体や事業者の内容が理解できないことには、「空き家×居住支援」

の取組みが進まないことがよくわかり、ハードルが高いカテゴリや親和性の高いカテゴリ

の把握ができた。 

⑤地域不動産事業者の意向調査  

  奈良県内の賃貸関連不動産事業者の状況は何となく把握していたものの、生の声をまと 

めることができ、一般流通物件と空き家を同列に並べるのではなく、空き家独自の利用方 

法で今後の取組みをするイメージができた。 

⑥奈良県居住支援協議会や専門団体と連携した空き家を活用した仕組みの検討会 

  奈良県・奈良県社会福祉協議会・大学・民間事業者（不動産）・民間事業者（福祉団体） 

 NPO法人、それぞれの立場から見た「空き家×居住支援」の在り方や今後の展望を確認し、 

今後の具体的な取り組みイメージが見えた。 

⑦常設相談窓口における住宅確保要配慮者案件の相談事例の収集   

  相談事例を分析することはこれまで移住や移動に限られていたため、住宅確保要配慮者 

に対するデータ取得ができておらず、本事業で分析した結果予想をはるかに超える利用者 

中の住宅確保要配慮者（ただし、支援のはざまにいる方）が存在することが明確になった。 

⑧現状対応の問題・課題整理    

  空き家を利用することのハードルに関する課題整理を行う事で、住宅確保要配慮者のど 

のカテゴリから着手すべきか、人材育成や仕組みのイメージに対する意見を集約すること 

ができた。今後の取組みの具体的なイメージ付けができた。 
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２）課題   

①居住支援を実施する上で身に着けておくべき知識や制度などの研修の実施  

  空き家相談員が居住支援の基礎を理解する上では、研修実施が有効であることが分かっ 

たものの、今後は実践的な人材交流や支援研修制度の確立が重要となることが分かり、居 

住支援法人間の連携が必要であることが明確になった。 

②空き家相談窓口相談員に必要な居住支援に関するガイドブックの作成   

  本事業はあくまで奈良県を舞台にした内容であったため、空き家問題・居住支援それぞ 

れ、地域特有の問題や課題も山積していると考えられる。また、「空き家×居住支援」を取 

り組む団体もないためこの部分の必要性や事業継続性に触れることが今後の課題と考える。 

③住宅確保要配慮者の状況把握   

  本事業における状況把握は支援事業者からの意見などをまとめる方向としたが、実際の 

支援を受けている方だけでなく、制度のはざまにいる方がさらに問題を抱えていることが 

多いため、この部分の意見収集が今後の課題となる。 

④地域福祉事業者の実態調査や意向調査    

  本意向調査に関して、調査依頼をしたすべての団体にお答えいただけたわけではなく、 

 意向調査の時期や事前準備期間をもっととらなければお答えいただけない団体も一定数あ 

り、調査手法のさらなる検討が必要である。  

⑤地域不動産事業者の意向調査  

  本意向調査に関して、調査対象事業者を探すための時間が大幅にかかった。理由として、 

居住支援に取り組んでいる事業者の絶対数が少ないこと、支援のはざまの方の対応はして 

いるもののその認識が事業者側にないことが「対応していない」といった回答に現れたと 

考える。明確な居住支援だけではなく、入居を断る結果となった案件などの分析も必要と 

考えるが、その情報収集の手法は大きな課題となった。 

⑥奈良県居住支援協議会や専門団体と連携した空き家を活用した仕組みの検討会 

  検討会に関しては幅広い分野の方にご参加いただけ、様々な意見を得られたものの、行 

政内での空き家部局と福祉部局の連携が少ない（ない場合も多い）や、建築に関する法改 

正の在り方などすぐに対処できない課題も多く、活動から得られた内容をどのように行政 

や国にお伝えするかも課題となった。 

⑦常設相談窓口における住宅確保要配慮者案件の相談事例の収集   

  事例収集の手法として、現状の空き家利用の観点から、居住支援が必要と考えられる方 

を抽出する手法を採用したが、今後は空き家相談窓口として居住支援制度などのはざまに 

いる方に対するヒアリング項目を確立する必要があると考える。今後の課題として次の活 

動につなげていく。 

⑧現状対応の問題・課題整理 

  各分野から様々なご意見をいただき、現状対応の検討も含め検討したが、空き家問題に 

関しての参加者の理解がまだまだ足りていないことが明確になった内容でもあった。「空き 

家×居住支援」を行う上でも、空き家所有者の現状や利用される制度のはざまにいる住宅 

確保要配慮者予備軍の方の状況を周知し、空き家と居住支援の融合の仕組み・人材・運営 

資金などの部分において課題が明確になった。 
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４．今後の展開 

  「空き家×居住支援」が今後の空き家問題解決の一助となることは本事業に参加いただいた専門団 

体や専門家の皆様のご意見からも明らかになった。ただ、空き家が抱える問題を整理するためには、 

一般流通する空き家と流通阻害要因を抱える空き家で大きく違い、国・自治体の支援の下、都市計画 

法・建築基準法・国や自治体の支援制度の見直し（移住定住だけではない空き家支援）、セーフティ 

ーネット住宅の基準見直し、空き家の寄付に関する考えや不動産登記に関する問題など、居住支援に 

空き家所有者が協力するのであれば一定の制度上の支援を実施できる体制が重要ではないかと考え

る。「空き家＝移住促進」だけでない「空き家×居住支援」を意識的に施策として取り組み、一般で

は流通しないが目的を居住支援に絞ることで得られるメリットを制度上打ち出し、流通阻害要因を抱

える空き家の流動性を高める取り組みが必要と考える。 

 今後の展開としては、「空き家×居住支援」の取組みを、「空き家相談員×居住支援相談員」の人材

育成・ワンストップでコーディネートできる仕組みを奈良県居住支援協議会とともに構築し、現場で

必要とされる制度改正などの問題課題を整理し、これまでにないモデルケースを生み出していきたい

と考える。 
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